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東日本大震災に伴う広域避難者に対する支援の継続 

【提案事項】 予算継続  

東日本大震災からの復興については、令和 7 年度で「第 2 期復興・創
生期間」が終了するが、避難生活の長期化により広域避難者の抱える課
題は個別化・多様化しており、今後も引き続き支援が必要であることから、 

（１）被災した子どもの就学支援や、避難者の心のケアなど、避難世帯の
生活再建を支援する施策を継続すること 

（２）避難者の見守りや相談活動など、避難先において受入支援に取り組
む地方自治体に対する財政措置として、被災者支援総合交付金を継続
すること 

【提案の背景・現状】 

○ 国が定めた東日本大震災からの復興の基本方針では、「第２期復興・創生期

間」を令和７年度までと位置付け、原子力災害被災地域については令和７年度

に復興事業全体の在り方について見直しを行うとしている。 

○ 本県は、東日本大震災後、福島県をはじめ被災県からピーク時には全国で最

も多い約１万４千名の広域避難者を受け入れ、14年を経過した今なお約1,200名

の方々が避難している。 

○ 避難生活の長期化に伴い、避難者の抱える課題は個別化・多様化しており、

中には生活困窮や心身の健康問題など複数の課題を抱えたり、就学支援が必要

な高校生がいるなど、特に支援の必要な世帯がある。 

○ 本県が毎年度実施している避難者アンケートにおいて、心身の不調について

は約７割の方が心身に何らかの不調を抱えており、心身の健康に資する取組み

の継続が必要となっている。 

【山形県の取組み】 

○ 本県では、「被災者支援総合交付金」を活用し、避難者が孤立化しないよう、

相談会の開催や生活支援相談員等による訪問・相談活動など、官民一体となっ
てきめ細かな支援を行っている。 

【解決すべき課題】 

○ 令和８年度以降においても、被災した子どもの就学支援や避難者に対する心

のケアなどの支援の継続が必要な状況にある。 

○ 今後も避難を継続する意向の方が多いことから、困難な課題を抱えた世帯に

対する支援や心身の健康不安に対応する適切な支援を行うことができるような

財政措置が引き続き必要である。 
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令和６年度 山形県東日本大震災避難者アンケート結果から 

 
 
 
 

本県における避難者支援策実施状況 
○｢やまがた避難者支援協働ネットワーク｣による支援（「交流相談会」の開催） 

           

○特に支援の必要な避難者に係る個別支援（「避難者ケースマネジメント」の実施） 

               

○「復興ボランティア支援センターやまがた」運営支援 

（避難者向け情報誌・ホームページ等による情報発信、支援者に対する支援の実施） 

         

○避難者支援センターの運営への助成（２箇所（山形市、米沢市）設置） 

○生活支援相談員による訪問・相談活動（７市・12 名配置） 

○山形・新潟・福島三県による「心のケア」に係る連携事業 

（生活支援相談員等のスキルアップ合同研修会・情報交換会等の開催) 

48.8%
46.5%

25.6%
24.4%
23.3%

生活資金のこと

自分や家族の身体の健康

自分や家族の心の健康

住まいのこと

放射線の影響のこと

今の生活で困っていること、不安なこと（複数回答）

26.7%
20.9%

15.1%
30.2%

4.7%

疲れやすく体がだるい

よく眠れない

孤独を感じる

特にない

無回答

心身の不調について（複数回答）

山形県担当部署：防災くらし安心部 防災危機管理課 被災者・避難者支援室 
                            TEL：023-630-3164 

交流相談会における健康相談 交流相談会における交流 

個別訪問 ケース会議 

情報誌うぇるかむ 支援者のつどい 

※「特にない」と「無回答」を除いた割合が約７割 

128


